
Copyright (C) CHUBU Electric Power Co., Inc. 

平成 18 年 3 月 15 日 

 
当社は、原子炉施設保安規定に基づき、１号機（沸騰水型、定格電気出力５４万キロワット）の定

期安全レビュー（※１）を実施しました。 

このたび、その評価結果をとりまとめましたのでお知らせいたします。 

 

＜定期安全レビュー評価結果の概要＞ 

定期安全レビューは、以下の４項目について評価を行いました。 

① 運転経験の包括的評価 

１号機で行ってきた保安活動について、各種運転データおよび設備や管理の改善状況等

を評価し、安全性を維持・向上させる諸活動を適切に実施していることを確認しました。 

② 最新の技術的知見の反映状況の評価 

国内外の原子力発電所の事故・故障等から得られた教訓、安全研究や新技術の開発成

果が、適切に１号機に反映されていることを確認しました。 

③ 組織風土の劣化防止活動（※２） 

浜岡原子力発電所の組織風土の劣化防止に係る取り組みが各種行われるとともに、こ

れらに対する継続的な改善が行われていることを確認しました。 

④ 確率論的安全評価（※３） 

確率論的手法を用いて運転時の炉心損傷事故などの発生確率を評価し、十分な安全性

が確保されていることを確認しました。 

また、アクシデントマネジメント（ＡＭ）（※４）の整備による安全性向上の効果を確認しまし

た。 

 

今回の定期安全レビューの評価から、１号機は、設備や管理の改善を適切に実施してきたこ

とにより、安全性の向上が図られていることを確認しました。 

なお、定期安全レビュー報告書については、国が実施する保安検査（※５）を通じて、評価を

行った方法等の確認を受けております。 

今後も、このような活動を継続して実施していくことにより、高い水準の安全性確保に努めて

まいります。 

 

※１ 定期安全レビューは、原子炉ごとおよび１０年を超えない期間ごとに、保安活動の実施状況お

よび最新の技術的知見の反映状況等を事業者自ら評価し、評価対象の発電所が今後も最新プ

ラントと比べて遜色のない安全水準を維持しつつ運転継続できる見通しを得るために実施する

ものです。 

１号機は、平成９年１１月に１回目となる定期安全レビュー報告書（評価対象期間：昭和５１年

３月（営業運転開始）から平成８年３月まで）を取りまとめており、今回は２回目となります。今回

浜岡原子力発電所１号機における定期安全レビューの評価結果について 
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の定期安全レビューの評価対象期間は、平成８年４月から平成１７年３月までとなっています。 

※２ 組織風土の劣化防止活動は、国の指示に基づき今回の定期安全レビューから新たに追加した

評価項目です。安全最優先に対する管理者のリーダーシップや、ルール遵守、良好なコミュニケ

ーションのための取り組み状況などを評価します。 

※３ 確率論的安全評価は、原子力発電所で発生する可能性のある異常事象を想定し、事象がど

のように進展していくかを安全装置の故障確率などから計算することで、燃料の入った炉心や

放射性物質を閉じ込める原子炉格納容器の損傷確率等を評価するものです。 

※４ アクシデントマネジメントは、発生の可能性が十分小さいとはいえ、炉心が大きく損傷するよう

な過酷事故（シビアアクシデント）に至るおそれのある事態が万一発生した場合、それが拡大す

るのを防止するため、もしくは拡大した場合にもその影響を緩和するために実施するものです。

１号機のアクシデントマネジメントの整備は、平成１３年２月に完了しています。 

※５ 保安検査は、「核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律」に基づき、原子炉

設置者が定めた保安規定の遵守状況を確認するため、国の保安検査官が定期的に実施する

検査です。 

 

以上 



 

 

運転経緯・実績（平成１６年度末現在） （（  ）は今回の評価期間の実績） 

営業運転開始    昭和５１年３月 

累計発電電力量   ７５,０５６百万ｋＷｈ（２０，４９９百万ｋＷｈ） 

累計発電時間    １４４,５７０時間 （３８，０７１時間） 

設備利用率     ５４．６％ （４８．１％） 

計画外停止     ９回 （１回） 

 

  

 

  

１号機で行ってきた保安活動について、各種運転データおよび設備や管理の改善状

況等を評価し、安全性を維持・向上させる諸活動を適切に実施していることを確認し

ました。 

○ 「原子力発電所における安全のための品質保証規程（JEAC4111）」に従い、品質

マネジメントシステムの体制を構築しました。 

○ 事故・故障等の教訓を踏まえた運転操作手順書および設備の改善が適切に実施さ

れていることを確認しました。 

○ 運転操作訓練のためのフルスコープシミュレータを平成１１年に導入する等、運

転員の教育・訓練の充実が図られていることを確認しました。 

○ 技術認定制度を平成１６年４月に導入し、保守員および運転員の業務に対する必

用な力量を明確化しました。 

○ 原子炉格納容器内の作業における被ばく低減対策として、原子炉再循環系配管の

内面に付着した放射性物質を化学薬品により洗浄する手法（化学除染）を平成     

１４年度から採用する等、被ばく低減対策が適切に実施されていることを確認し

ました。 

○ 平成１３年１１月に発生した浜岡原子力発電所１号機制御棒駆動機構ハウジング

部漏えい事象を反映し、運転中の原子炉格納容器内の漏えい徴候が確認できるよ

う、監視強化を行いました。（平成１４年４月２４日お知らせ済み） 

 

【１号機の運転実績】

① 運転経験の包括的評価 

参考 

http://www.chuden.co.jp/corpo/publicity/press2002/0424_4.html


  
 

国内外の原子力発電所の事故・故障等から得られた教訓、安全研究や新技術の開発

成果が、適切に１号機に反映されていることを確認しました。 

 

（国内外の原子力発電所の事故・故障等から得られた教訓の反映例） 

○ 海外で非常用炉心冷却系のストレーナに保温材等の異物が付着し閉塞事象が発生

したこと等を踏まえ、保温材の材質変更やストレーナの大容量化など設備上の対

応を行うこととしました。      （平成１７年４月２２日お知らせ済み） 

 

（安全研究成果の反映例） 

○ シビアアクシデントに関する研究成果を反映し、アクシデントマネジメント対策

として手順書の整備や設備の改良を実施しました。 

（平成１４年５月２９日お知らせ済み） 

（技術開発成果の反映例） 

○ 原子炉圧力容器および炉内構造物の応力腐食割れの発生を抑制させるため、水素

注入技術や貴金属注入技術等を採用しました。 

 

 

②  最新の技術的知見の反映状況の評価 

http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/hamaoka/detail/161/data/topics170422.pdf
http://www.chuden.co.jp/corpo/publicity/press2002/0529_1.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

余熱除去ポンプ 

圧力抑制室 

非常用ガス処理系 

排気筒 

⑤ 
応力腐食割れ対策 

④ 

① 

460V 非常用母線 

6.9kV 非常用母線 

非常用ディーゼル 
発電機 

外部電源 

復水タンク 

清水タンク 

消火ポンプ 

補給水ポンプ 

１号機制御棒駆動機構ハウジング部漏えい事象を反

映し、原子炉格納容器内の漏えい徴候が確認できる

よう監視強化した。 

原子炉格納容器 

 

② 

③ 

①通常の原子炉自動停止信号とは別の信号系により、原子炉再循環ポンプを停止し原子炉出力を低下させる

とともに制御棒を挿入させる。 
②非常用炉心冷却系ポンプが万一故障した場合に備えて、別の系統（補給水系、消火系）による注水手段を

確保する。 
③高圧系の非常用炉心冷却系ポンプが万一故障した場合に備えて、自動でも原子炉の減圧を可能とし、低圧

系の非常用炉心冷却系ポンプに移行させる。 
④原子炉格納容器過圧防止のため、原子炉格納容器に耐圧性を強化した減圧ラインを追加する。 
⑤非常用ディーゼル発電機を起動するための起動電源を２号機から融通させる。 

アクシデントマネジメント対策 

原子炉圧力容器 
参考図 
運転経験の包括的評価 
および最新の技術的知見
の反映例 

海外での非常用炉心冷却系ストレーナの閉塞事象

等を踏まえ、保温材の材質変更やストレーナの大容

量化など設備上の対応を実施することとした。 



 

 浜岡原子力発電所の組織風土の劣化防止に係る取り組みが各種行われるとともに、こ

れらに対する継続的な改善が行われていることを確認しました。 

（１）管理者のリーダーシップ（安全最優先） 

安全を最優先する方針が明確に示され、所員や協力会社へ浸透させるための取り

組みが行われていることや、安全文化教育などを通じて安全との関わりを意識しつ

つ行動する姿勢を定着化させるための取り組みが行われていることなどを確認しま

した。 

（２）ルール遵守 

ルールを所員や協力会社へ周知・理解させるための取り組みや、ルール遵守を定

着させるための取り組みが行われていることなどを確認しました。 

（３）コミュニケーション 

発電所運営に係る情報を所内で共有するための取り組みや、協力会社とのコミュ

ニケーションに係る取り組み、情報公開に係る取り組みが行われていることなどを

確認しました。 

（４）技術力の維持・向上 

当所および国内外の原子力発電所の運転経験を分析し、その教訓を反映するため

の取り組みや、技術伝承に係る取り組みが行われていることなどを確認しました。 

（５）自己評価または第３者評価 

当所の品質保証活動に対し、自己評価や第３者評価が行われ、また、評価結果に

対するフォローが実施されていることなどを確認しました。 

 

 

 

 

 

確率論的手法を用いて運転時の炉心損傷事故などの発生確率を評価し、十分な安全性が

確保されていることを確認しました。 

また、アクシデントマネジメント（ＡＭ）の整備による安全性向上の効果を確認しまし

た。 

（平成１６年３月２６日お知らせ済み） 

 ＡＭ整備前 ＡＭ整備後 低減率 

炉心損傷頻度 ４．３×１０−７／炉年 ７．９×１０−８／炉年 約８割低減 

原子炉格納容器破損頻度 １．６×１０−７／炉年 ８．４×１０−９／炉年 ９割以上低減  

④ 確率論的安全評価 

③ 組織風土の劣化防止活動 

http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/hamaoka/topics/topics_20040326_1.html



